
第１回倉吉市中学校部活動地域展開等推進協議会 

 

日　時　令和７年７月 30 日（水） 

　　　　　　　　　午後２時 00 分から午後３時 30 分まで 

場　所　倉吉市役所　本庁舎　３階　議会会議室 

 

 

 

　　　　　　　　　 日程 

 

 

 

１　開　　会 

 

２　あいさつ　　倉吉市教育委員会　教育長　中田　寛 

 

３　自己紹介　　 

 

４　経過報告 

 

５　協議事項 

（１）倉吉市中学校部活動地域展開等推進協議会会長及び副会長の選任について 

（２）倉吉市中学校部活動地域展開等改革推進期間及び改革実行期間における考え方（素案） 

について 

（３）倉吉市中学校部活動地域展開等に係る児童生徒および保護者へのアンケート（案） 

について 

（４）その他 

 

６　そ の 他 

 

７　閉　　会 
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倉
吉
市
中
学
校
部
活
動
地
域
展
開
等
に
係
る
改
革
推
進
期
間
及
び
改
革
実
行
期
間
に
お
け
る
考
え
方
（
素
案
）

○
少
子
化
が
進
む
な
か
、
生
徒
が
や
り
た
い
と
思
う
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動
に
継
続
し
て
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
機
会
を
確
保
す
る
。

○
ま
ず
は
、
休
日
の
部
活
動
か
ら
段
階
的
に
地
域
へ
展
開
す
る
。

平
日
は
各
学
校

休
日
は
学
校
又
は
地
域
（
合
同
練
習
）

②
既
存
ス
ポ
ー
ツ
競
技
団
体
（
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
等
）
の
練
習
に
参
加

・
モ
デ
ル
的
に
実
施
･
･
･
例
）
卓
球
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
陸
上
・
野
球

③
体
育
施
設
指
定
管
理
者
の
ス
ポ
ー
ツ
教
室
開
催

・
市
営
体
育
施
設
を
会
場
に
実
施

・
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
の
提
供
（
ヨ
ガ
・
ダ
ン
ス
・
体
幹
な
ど
）

④
高
等
学
校
等
の
ス
ポ
ー
ツ
部
活
動
の
練
習
に
参
加

・
中
学
校
部
活
動
の
な
い
種
目
･
･
･
ラ
グ
ビ
ー
・
柔
道
な
ど

⑤
地
域
ク
ラ
ブ
に
参
加
（
現
在
進
行
中
）

・
部
活
動
の
な
い
種
目
･
･
･
水
泳
（
倉
吉
ス
イ
ミ
ン
グ
・
市
営
温
水
プ
ー
ル
）

・
既
存
地
域
ク
ラ
ブ
･
･
･
サ
ッ
カ
ー
・
野
球
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・
陸
上

　
例
）
河
北
中
学
校
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
（
地
域
展
開
）

　
　
　
平
日
、
休
日
と
も
地
域
ク
ラ
ブ
で
活
動

　
　
　
中
体
連
の
大
会
は
学
校
の
部
活
動
と
し
て
出
場
（
Ｒ
７
か
ら
地
域
ク
ラ
ブ
で
出
場
）

　
　
　
送
迎
は
保
護
者
対
応

　
　
　
大
会
役
員
（
運
営
）
は
地
域
ク
ラ
ブ
が
対
応

⑥
文
化
芸
術
地
域
団
体
の
活
動
に
参
加

・
既
存
の
地
域
サ
ー
ク
ル
･
･
･
吹
奏
楽
・
茶
道
・
華
道
・
書
道
・
絵
画
・
調
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
合
唱
・
囲
碁
・
将
棋
・
も
の
づ
く
り
な
ど

平
日
は
各
学
校
又
は
実
情
に
応
じ
て
地
域
展
開
等

休
日
は
地
域
展
開

倉
吉
市
の
実
情
に
合
っ
た
段
階
的
な
環
境
整
備

☆
地
域
展
開
に
向
け
た
課
題

○
休
日
部
活
動
を
希
望
す
る
生
徒
の
把
握

○
指
導
者
の
育
成
・
確
保
（
希
望
す
る
教
職
員
の
兼
職
兼
業
を
含
む
）

○
休
日
部
活
動
に
お
け
る
教
職
員
の
負
担
の
軽
減

○
指
導
者
の
報
酬

○
移
動
手
段
・
場
所
の
確
保

○
活
動
費
の
支
援

○
競
技
種
目
ご
と
に
地
域
展
開
方
法
の
把
握

☆
休
日
の
過
ご
し
方
の
整
理

○
地
域
活
動
と
し
て
の
位
置
づ
け

　
・
休
日
は
家
庭
・
地
域
で
活
動
す
る
日

○
平
日
と
休
日
の
活
動
の
区
別
化

　
・
指
導
者
連
携
を
必
要
と
し
な
い
環
境
に
よ
る
教
職
員
の
負
担
軽
減

　
・
学
校
部
活
動
と
地
域
活
動
を
切
り
離
す

○
学
校
部
活
動
の
柔
軟
性

　
・
大
会
前
等
は
休
日
練
習
可
能
（
学
校
裁
量
）

受
け
皿
の
整
っ
た
種
目
か
ら
、
可
能
な
限
り
早
期
の
部
活
動
地
域

展
開
等
の
実
現
を
目
指
す

「
改
革
推
進
期
間
」

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

当
面
の
方
針
を
検
討

関
係
機
関
・
審
議
会
等
へ

の
意
見
聴
取

推
進
会
議
を
設
立

学
校
部
活
動
の
実
態
把
握

ス
ポ
ー
ツ
競
技
団
体
意
向
調

査

推
進
会
議
で
意
見
聴
取

推
進
協
議
会
を
設
立

児
童
・
生
徒
・
P
T
A
・
教
員
へ
の
調
査

各
団
体
と
意
見
交
換

（
P
T
A
、
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
加
盟
団
体

　
中
体
連
各
競
技
団
体
）

「
改
革
実
行
期
間
」

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

令
和
1
0
年
度

令
和
1
1
～
1
3
年
度

推
進
協
議
会
で
検
討

推
進
協
議
会
の
提
言

教
育
委
員
会
の
方
針

生
徒
保
護
者
へ
説
明

各
競
技
団
体
と
の
協
議

部
活
動
指
導
員
の
増
員

モ
デ
ル
的
実
施

推
進
協
議
会
で
検
討

生
徒
保
護
者
へ
説
明

モ
デ
ル
的
実
施
・
検

証

検
討
を
進
め
た
上
で
休

日
の
部
活
動
を
地
域
へ

展
開

国
の
中
間
評
価
を
踏
ま

え
更
な
る
改
革
を
推
進

①
合
同
練
習
に
参
加
　
※
地
域
展
開
が
実
現
で
き
る
ま
で
の
対
応

☆
既
存
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
関
係
団
体
と
の
連
携
（
協
議
・
検
討
）
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中学校部活動地域展開等に係るアンケート内容について（案） 

 

【　中学生１・２年生　】 

問１　学校名を教えてください。 

　　・東中学校　・西中学校　・久米中学校　・河北中学校　・鴨川中学校 

 

問２　あなたは、中学校部活動または学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラ

ブ）に入部（加入）していますか。 

　　・学校部活動に入部している　・学校部活動に入部していない（どこにも加入していない）　 

・地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）に加入している 

 

問３　問２で学校部活動に入部していると回答された方に伺います。あなたが入部している種目

を教えてください。 

　　・陸上　・野球　・サッカー　・ソフトテニス　・バレーボール　・ソフトボール 

・バスケットボール　・バドミントン　・卓球　・剣道　・吹奏楽　・その他（　　　　） 

 

問４　問２で学校部活動に入部していると回答された方に伺います。現在、あなたが所属してい

る部活動は、休日に活動していますか。 

　　・活動している　・活動していない 

 

問５　問４で休日に活動していると回答された方に伺います。休日も部活動に参加したいですか。 

　　・参加したい　・参加したくない　・どちらでも良い　・わからない 

 

問６　問４で休日に活動していると回答された方に伺います。中学校の部活動が平日のみとなっ

た場合、休日に学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）に参加したい

と思いますか。 

　　・部活動と同じ種目に参加したい　・部活動と別の種目に参加したい 

・参加したくない　　　　　　　　・わからない 

 

問７　問６で参加したいと回答された方に伺います。参加したい理由は何ですか。（複数回答可） 

　　・専門的な指導による技術の向上　　　・平日の部活動と同じ活動が休日も続けて行える 

・平日の部活動と違う活動が行える　　・他校の生徒と交流できる 

　・大会やコンクールで良い成績を目指したい　・なんとなく 

 

問８　問６で参加したくないと回答された方に伺います。参加したくない理由は何ですか。 

　　・休日は休みたい、ゆっくりしたい　　　・他にやりたい活動がある 

・友人などと遊んだり自由に過ごしたい　・練習や活動場所まで移動することが大変 

・勉強がしたい　　　　　　　　　　　　・学校の部活動を続けたい 

・なんとなく 
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【　小学校５・６年生　】 

問１　学校名を教えてください。 

　　・上北条小学校　・河北小学校　・西郷小学校　・上灘小学校　・打吹小学校 

・明倫小学校　　・社小学校　　・久米小学校　・小鴨小学校　・関金小学校 

 

問２　あなたは、学校以外でスポーツ活動や習い事（スポーツ少年団やスポーツクラブ・水泳・

ダンス・ピアノ教室や書道教室など）をしていますか。 

　　・している　　・していない 

 

問３　問２でしていると回答された方に伺います。何の活動をしていますか。 

　　・陸上　・野球　・サッカー　・ソフトテニス　・バレーボール　・ソフトボール 

・バスケットボール　・バドミントン　・卓球　・剣道　・吹奏楽　・その他（　　　　） 

 

問４　中学生になったら、学校で部活動をやってみたいですか。 

　　・学校部活動に入部したい　　・地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）に加入したい 

　　・学校部活動と地域の団体等が運営する活動の両方に参加したい　・やらない 

 

問５　問４で学校部活動に入部したいと回答された方に伺います。どんな部活動をやってみたい

ですか。 

・陸上　・野球　・サッカー　・ソフトテニス　・バレーボール　・ソフトボール 

・バスケットボール　・バドミントン　・卓球　・剣道　・吹奏楽　・その他（　　　　） 

 

問６　問４で学校部活動に入部したいと回答された方に伺います。学校が休みの土日・祝日も部

活動をしたいですか。 

　　・参加したい　・参加したくない　・どちらでも良い　・わからない 

 

問７　問４でやらないと回答された方にお伺いします。やらない理由は何ですか。 

　　・部活動に興味がない　　　　　　・やりたい部活動がない　 

・どんな部活動があるか不明　　　・勉強や自分の時間がなくなりそう 

・今やっている活動を続けたい　　・放課後や土日は、ゆっくりしたい 

・なんとなく 
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【　中学校１・２年生の保護者　】 

問１　お子さんが通っている学校名を教えてください。 

　　・東中学校　・西中学校　・久米中学校　・河北中学校　・鴨川中学校 

 

問２　お子さんは学校部活動または学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）

に所属していますか。 

・学校部活動に所属している　　・地域の団体等が運営する活動に所属している 

　　・学校部活動と地域の団体等が運営する活動の両方に所属している　・所属していない 

 

問３　問２で部活動に所属していると回答された方に伺います。部活動に対して、期待すること

は何ですか。 

　　・友達と楽しく活動する　　　　　　　　　　・大会やコンクールで良い成績を上げる 

　・勝つことやできることの喜びを経験する　　・体力・技術の向上や継続する力などを養う 

・自主性を身につけることができる　　　　　　・チームワークや協調性を養う　 

・社会性（礼儀やあいさつなど）を身につける　・やりたいことを見つける機会 

・特にない 

 

問４　問２で部活動に所属していると回答された方に伺います。中学校の部活動が平日のみとな

った場合、休日に学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）に参加させ

たいと思いますか。 

　・参加させたい　・参加させたくない　・子どもの希望に任せる　・わからない 

 

問５　休日の中学校の部活動が学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）と

なった場合、不安や心配に思うことを教えてください。（複数回答可） 

　・活動場所までの移動手段や送迎 

・指導者との人間関係 

・学校での指導との違い 

・活動時間がどうなるか（練習が長い、夜間や土日の活動状況など） 

・勝利至上主義や行きすぎた指導 

・他校生徒との人間関係 

・受益者負担に伴う個人負担 

・特にない 

・その他（　　　　　　　） 
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【　小学校４・５・６年生の保護者　】 

問１　あなたのお子さんは何年生ですか 

　・６年生　・５年生　・４年生 

 

問２　現在、お子さんはスポーツ少年団等（地域クラブ、文化芸術クラブ等含む）の活動に所属

して活動していますか。 

　・スポーツ系に所属している　・文化芸術系に所属している　・所属していない 

 

問３　問２でスポーツ少年団等（地域クラブ、文化芸術クラブ等含む）の活動に所属して活動さ

れていると回答された方に伺います。現在、所属している活動を教えてください。 

・陸上　・野球　・サッカー　・ソフトテニス　・バレーボール　・ソフトボール 

・バスケットボール　・バドミントン　・卓球　・剣道　・吹奏楽　・その他（　　　　） 

 

問４　お子さんが中学校に入学後、参加させたい活動がありますか。 

・学校部活動に入部させたい　　・地域の団体等が運営する活動に加入させたい 

　　・学校部活動と地域の団体等が運営する活動の両方に参加させたい　・やらない 

 

問５　文部科学省では休日の部活動を段階的に学校主体ではなく、地域の団体等が運営する活動

に展開するという方針を打ち出しているところですが、このことについてどう思いますか。 

　　・大いに賛成　　　　　　　・やや賛成　　　・どちらとも言えない 

・あまり好ましくない　　　・反対　　　　　・分からない 

 

問６　中学校の部活動が平日のみとなった場合、休日の部活動が学校主体ではなく、地域の団体

等が運営する活動に参加させたいと思いますか。 

　・参加させたい　　・参加させたくない　　・子どもの希望に任せる　　・わからない 

 

問７　休日の中学校の部活動が学校主体ではない地域の団体等が運営する活動（地域クラブ）と

なった場合、不安や心配に思うことを教えてください。（複数回答可） 

・活動場所までの移動手段や送迎 

・指導者との人間関係 

・学校での指導との違い 

・活動時間がどうなるか（練習が長い、夜間や土日の活動状況など） 

・勝利至上主義や行きすぎた指導 

・他校生徒との人間関係 

・受益者負担に伴う個人負担 

・特にない 

・その他（　　　　　　　） 

10



倉吉市中学校部活動地域展開等推進協議会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、倉吉市立中学校における部活動（以下「部活動」という。）について、将来に

わたって生徒が継続的にスポーツ・文化活動に親しむ機会を確保・充実及び学校における働き方改

革の推進を図る観点から、部活動の地域展開等に取組むため、地方自治法第138条の４第３項に規

定されない、私的諮問機関その他の会議体等として倉吉市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)が設置する倉吉市中学校部活動地域展開等推進協議会（以下「推進協議会」という。）の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条　推進協議会は、次に掲げる事項について協議検討し、意見をとりまとめる。 

(１)　部活動の地域展開等に係る計画の推進に関すること。 

(２)　部活動の現状と問題点及び課題等に関すること。 

(３)　部活動における教職員の負担軽減に関すること。 

(４)　地域展開を推進するための仕組みづくりに関すること。 

(５)　生徒及び保護者、スポーツ文化関係者、学校関係者等への調査・周知に関すること。 

(６)　前各号に掲げるもののほか、部活動の地域展開等に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条　推進協議会は、委員12人以内をもって組織する。 

２　前項の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（１） 倉吉市スポーツ団体の関係者 

（２） 倉吉市中学校体育連盟の関係者 

（３)　倉吉市中学校文化連盟の関係者 

(４)　倉吉市立中学校PTA連合会の関係者 

(５)　倉吉市地域学校委員会の関係者 

(６)　学識経験者 

(７)　前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員） 

第５条　前２条の規定にかかわらず、特別の事項を協議するため必要があると認めるときは、推進協

議会に臨時委員を置くことができる。 

２　臨時委員は、特別の事項に応じて、教育委員会が委嘱する。 

３　臨時委員の任期は、特別の事項に関する協議が終了するまでの期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条　推進協議会に会長及び副会長を置き、委員（臨時委員を除く。）の互選によりこれを定め

る。 

２　会長は、推進協議会の会務を総理し、推進協議会を代表する。 

３　副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理す
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る。 

（会議等） 

第７条　推進協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２　会長は、緊急を要するため推進協議会を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむを得

ない事由があると認めるときは、書面又はオンラインの方法により前項の会議に代えることができ

る。 

（会議の公開等） 

第８条　推進協議会の会議の公開は、倉吉市情報公開条例（平成13年倉吉市条例第24号）第21条の定

めるところによる。 

２　推進協議会の会議について会議録を作成した場合は、倉吉市情報公開条例第10条の規定による不

開示情報を除いて、これを公開する。 

（庶務） 

第９条　推進協議会の庶務は、教育委員会において処理する。 

（その他） 

第10条　この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附　則 

　この要綱は、令和７年７月４日から施行する。 

 

 

 

12




